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は
し
が
き

本
資
料
は
、

刑
法
第
六
六
条
及
び
同
第
六
七
条
な
ら
び
に
治
罪

法
第
三
四
〇
条
を
修
正
し
、
刑
事
成
人
年
齢
を
一
八
歳
に
定
め
る
一

九
〇
六
年
四
月
一
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一
四
日
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法
律
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）
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律

は
、
第
一
に
刑
事
成
人
年
齢
を
一
六
歳
以
上
か
ら
一
八
歳
以
上
へ
引

上
げ
る
こ
と１

）、
第
二
に
、
少
年
へ
の
矯
正
教
育
の
適
用
年
齢
を
二
〇

歳
未
満
か
ら
二
一
歳
未
満
に
ま
で
引
上
げ
る
こ
と
、
第
三
に
、
刑
法

第
六
七
条
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
少
年
の
収
容
施
設
を
「m

a
iso
n
 
d
e

 
co
rrectio

n

」
か
ら
「co

lo
n
ie

２
）

p
en
iten

tia
ire

」
と
い
う
表
現
に

変
更
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る３

）。

本
法
律
制
定
の
背
景
を
概
観
す
る
。
立
法
資
料
に
よ
れ
ば
、
本
法

律
の
成
立
に
至
る
ま
で
、
刑
事
成
人
年
齢
を
一
八
歳
に
引
上
げ
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
続
け
て
き
た
と
さ
れ４

）、
こ
の
要
請
は
、
困
難
な
状
況

下
に
あ
る
少
年
の
保
護
と
立
ち
直
り
を
可
能
と
す
る
措
置
を
一
八
歳

未
満
の
青
年
に
ま
で
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
る
。

本
法
成
立
の
過
程
で
は
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
問
題
状
況
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
行
為
に
及
ぶ
少
年
の
数
は
、
一

六
歳
未
満
の
少
年
よ
り
も
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
青
年
の
方

が
は
る
か
に
多
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る５

）が
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未

満
の
青
年
に
つ
い
て
は
、
い
っ
た
ん
有
罪
が
宣
告
さ
れ
て
し
ま
う
と
、

刑
罰
を
回
避
し
、
保
護
の
た
め
の
有
効
な
措
置
を
講
じ
る
手
段
が
な

い
。
有
罪
宣
告
さ
れ
た
少
年
が
一
六
歳
未
満
で
あ
れ
ば
、
刑
法
第
六
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六
条
に
従
い
、
裁
判
所
は
、
弁
識
能
力
不
存
在
を
宣
告
す
る
権
限
、

少
年
を
無
罪
と
す
る
権
限
、
矯
正
教
育
の
た
め
の
施
設
に
送
致
す
る

権
限
、
国
家
の
後
見
的
保
護
の
下
に
置
く
権
限
を
有
す
る
。
他
方
、

こ
の
保
護
措
置
を
導
く
た
め
に
、
弁
識
能
力
を
判
断
す
る
裁
判
所
の

権
限
は
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
青
年
に
対
し
て
は
認
め
ら
れ

て
い
な
い
。
従
っ
て
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
対
し
て
、

有
責
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
有
罪
が
宣
告
さ
れ
、
成
人
と
同
様
の
刑

罰
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る６

）。
し
か
し
、
刑
罰
は
、
少
年
の
将
来

に
照
ら
し
て
考
え
た
際
に
は
、
害
悪
で
し
か
な
く
、
少
年
に
対
す
る

威
嚇
効
果
も
、
ま
し
て
や
改
善
更
生
の
効
果
も
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、

刑
罰
は
、
少
年
の
社
会
復
帰
を
困
難
に
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
指
摘

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る７

）。

そ
こ
で
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
青
年
の
内
、
弁
識
能
力
不

存
在
と
判
断
さ
れ
る
者
に
対
し
て
も
、
一
六
歳
未
満
の
少
年
と
同
様
、

刑
罰
を
避
け
、
保
護
的
措
置
を
可
能
と
す
る
制
度
が
必
要
と
さ
れ
た
。

こ
の
保
護
的
措
置
は
、
犯
罪
記
録
へ
記
載
さ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
社

会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
い
う
利
点
も
併
せ
持
つ８

）。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
青
年
も
保
護
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
再
犯
の

減
少
を
も
期
待
さ
れ
て
い
た９

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
六
歳
以
上
一

八
歳
未
満
の
青
年
に
対
す
る
弁
識
能
力
の
有
無
を
判
断
す
る
権
限
を

裁
判
所
に
与
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る10

）。

刑
事
成
人
年
齢
が
一
八
歳
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
軍
へ
の
入
隊
可
能

年
齢
と
も
関
係
し
て
い
る11

）。
す
な
わ
ち
、
困
難
な
状
況
下
に
あ
る
少

年
の
将
来
を
確
実
に
保
障
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
軍
へ
の
入
隊

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
一
八
歳
未
満
で
の
有
罪
宣
告
は
、
軍
入
隊
の
た

め
の
契
約
を
妨
げ
る
可
能
性
を
持
つ
。
そ
こ
で
、
有
罪
の
宣
告
を
受

け
る
こ
と
な
く
、
少
年
が
一
八
歳
へ
と
到
達
す
る
た
め
の
有
益
な
方

法
の
提
供
が
望
ま
れ
て
い
た12

）。

本
法
に
は
、
刑
事
成
人
年
齢
の
引
上
げ
の
他
に
、
矯
正
コ
ロ
ニ
ー

ま
た
は
行
刑
コ
ロ
ニ
ー
へ
の
入
所
年
齢
を
二
〇
歳
か
ら
二
一
歳
ま
で

引
上
げ
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
民
事
上
の
成
人
年

齢
ま
で
、
コ
ロ
ニ
ー
へ
の
収
容
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
旧
規
定
に
従
え
ば
、
二
〇
歳
を
迎
え
れ
ば
、
青
年
は
、
コ
ロ

ニ
ー
か
ら
退
所
せ
ざ
る
を
え
ず
、
民
事
上
の
成
人
年
齢
ま
で
の
一
年

間
、
劣
悪
な
環
境
で
あ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
親
元
へ
戻
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性
も
生
じ
る13

）。
元
の
劣
悪
な
環
境
に
戻
っ
て

し
ま
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
環
境
か
ら
少
年
を
引
き
離
す
た
め
に
な
さ

れ
た
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
無
に
帰
す
危
険
も
あ
る14

）。
そ
こ
で
、
本
法
律

に
よ
り
、
当
時
の
民
事
上
の
成
人
年
齢
で
も
あ
り
、
兵
役
年
齢
で
も

あ
る
二
一
歳
ま
で
、
コ
ロ
ニ
ー
に
滞
在
で
き
る
年
齢
が
引
き
上
げ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
本
法
に
お
い
て
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
青
年
全
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て
に
対
す
る
保
護
が
、
十
分
に
手
当
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
ず
、
本
法
は
、
第
三
条
に
お
い
て
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満

の
青
年
の
保
護
に
つ
い
て
、
留
保
を
付
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

れ
ら
の
少
年
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
一
八
九
八
年
四
月
一
九
日
の

法
律15

）第
四
条
及
び
第
五
条
に
従
っ
て
、
公
的
扶
助
機
関
へ
の
委
託16

）を

命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
留
保
は
、
公
的
扶

助
を
実
施
す
る
機
関
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
青
年
を
受
け
入
れ
る
た

め
の
整
備
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る17

）。

次
に
、
刑
法
第
六
六
条
と
第
六
七
条
が
必
ず
し
も
連
動
し
て
い
な

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
法
に
よ
る
改
正
は
、
弁
識

能
力
な
く
行
動
し
た
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
青
年
の
保
護
し
か

対
象
と
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
弁
識
能
力
有
と
判
断
さ
れ
た
青
年

は
、
一
六
歳
未
満
の
青
年
と
は
異
な
り
、
刑
罰
減
軽
の
対
象
と
は
な

ら
ず
、
成
人
と
同
様
の
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
六
歳
未
満

の
少
年
が
、
弁
識
能
力
を
有
し
て
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

未
成
年
宥
恕
の
対
象
と
し
て
刑
罰
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
比
べ
る
と
、

こ
れ
ら
の
青
年
に
対
す
る
保
護
の
レ
ベ
ル
は
、
低
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
弁
識
能
力
を
有
す
る
こ
れ
ら

の
青
年
を
未
成
年
宥
恕
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
に
、
必
ず
し
も
否
定

的
で
な
い
意
見
も
あ
る18

）。

事
情
を
十
分
に
認
識
し
、
十
分
な
弁
識

能
力
を
も
っ
て
、
重
大
な
行
為
を
行
っ
た
以
上
、
一
六
歳
以
上
一
八

歳
未
満
の
若
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
重
罪
の
処
罰
を
、
無
効
に
し
な
い

こ
と
が
重
要
で
あ
る19

）」
と
す
る
主
張
も
展
開
さ
れ
て
い
る20

）。

以
上
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
課
題
を
残
し
つ
つ
も
、
本
法
は
、
一

八
八
九
年
法21

）及
び
一
八
九
八
年
法
以
来
続
く
少
年
保
護
の
流
れ
の
中

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
八
九
年
法
第
二
条
第
五
項
は
、

刑
法
第
六
六
条
の
対
象
と
な
る
少
年
の
親
に
対
し
、
親
権
喪
失
を
任

意
的
に
宣
告
す
る
権
限
を
裁
判
所
に
与
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
法

で
刑
法
第
六
六
条
の
対
象
が
一
八
歳
未
満
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
親
権
喪
失
を
通
じ
た
保
護
の
可
能
性
も
拡
大
し

う
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
一
八
九
八
年
法
第
六
条
は
、
少
年
に

よ
り
行
わ
れ
た
犯
罪
を
付
託
さ
れ
た
法
院
ま
た
は
裁
判
所
が
少
年
の

監
護
権
に
関
し
終
局
的
に
判
断
で
き
る
旨
定
め
て
お
り
、
保
護
の
対

象
を
犯
罪
少
年
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
す

る
と
、
本
法
は
、
監
護
権
の
決
定
を
通
じ
た
保
護
の
対
象
を
一
八
歳

未
満
の
青
年
に
ま
で
拡
大
す
る
効
果
も
伴
う
も
の
と
言
え
る
。
こ
の

よ
う
に
、
犯
罪
を
行
っ
た
少
年
も
ま
た
保
護
が
必
要
で
あ
る
と
の
認

識
に
基
づ
き
、
立
法
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
現
行
フ
ラ
ン
ス
少
年
法
の

前
身
と
位
置
付
け
ら
れ
る
一
九
一
二
年
法
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。

か
く
し
て
一
六
歳
以
上
の
青
年
に
対
す
る
保
護
の
拡
大
を
実
現
し

た
本
法
は
、
一
六
歳
以
上
の
少
年
に
よ
る
重
大
事
案
に
対
す
る
刑
事
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処
分
の
可
能
性
を
拡
大
し
か
ね
な
い
日
本
の
情
況
と
は
対
照
的
で
あ

る
（
少
年
法
第
二
〇
条
第
二
項
）。
本
法
の
立
法
段
階
で
は
、
一
六

歳
以
上
の
年
長
少
年
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
こ
と
、
こ
の

保
護
が
当
時
の
民
事
成
人
年
齢
で
あ
る
二
一
歳
ま
で
必
要
で
あ
る
こ

と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
刑
罰
に
よ
る
害
悪
が
少
年
の
立
ち
直
り
を
阻

害
す
る
が
ゆ
え
に
避
け
る
べ
き
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
今
後
、

日
本
に
お
け
る
年
長
少
年
へ
の
対
応
の
あ
り
方
を
議
論
す
る
う
え
で
、

本
法
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
少
年
保
護
思
想
は
、

参
考
と
す
べ
き
視
点
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

以
下
、
本
法
律
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
翻
訳
に
あ
た
っ

て
は
、
井
上
宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）、
及

び
、
大
貝
葵
（
金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
法
学
系
准
教
授
）
が
行

い
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
で
逐
語
的
に
再
検
討
し
つ
つ
、
全

体
の
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
図
っ
た
。

（
大
貝
葵
）

刑
法
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六
条
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同
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七
条
な
ら
び
に
治
罪
法

第
三
四
〇
条
を
修
正
し
、
刑
事
成
人
年
齢
を
一
八
歳

に
定
め
る
一
九
〇
六
年
四
月
一
二

一
四
日
の
法
律
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u C
o
d
e d

’in
stru

c-

tio
n crim

in
elle et fix

a
n
t la m

a
jo
rite

p
en
a
le

 
a
l’a
g
e d
e d
ix
-h
u
it a

n
s
(Jo
u
rn
.
o
ff.
d
u 14 a

v
r.

1906;
D
.1907.4.59)

）

第
一
条

刑
法
第
六
六
条
及
び
同
第
六
七
条
は
以
下
の
よ
う
に
修
正

さ
れ
る
。

「
第
六
六
条

被
告
人
（p

rev
en
u
 
o
u
 
a
ccu

se

）
が
一
八
歳
未

満
で
、
弁
識
能
力
な
く
（sa

n
s d

iscern
em
en
t

）
行
動
し
た
と
決

さ
れ
る
と
き
、
当
該
被
告
人
は
無
罪
と
な
る
。
但
し
、
当
該
被
告
人

は
、
状
況
に
応
じ
て
、
親
へ
引
き
渡
さ
れ
、
ま
た
は
、
判
決
が
確
定

し
た
年
数
の
間
、
そ
こ
で
養
育
さ
れ
か
つ
拘
禁
さ
れ
る
た
め
に
、
行

刑
コ
ロ
ニ
ー
（co

lo
n
ie p

en
iten

tia
ire

）
に
収
容
さ
れ
る
が
、
行

刑
コ
ロ
ニ
ー
へ
の
収
容
年
数
は
、
対
象
者
が
成
人
に
達
す
る
時
点
を

越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

「
第
六
七
条

一
六
歳
未
満
の
少
年
が
弁
識
能
力
を
も
っ
て

（a
v
ec d

iscern
em
en
t

）
行
動
し
た
と
決
さ
れ
る
と
き
、
刑
罰
は
、

資 料
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以
下
の
よ
う
に
宣
告
さ
れ
る
。

１

科
さ
れ
る
刑
罰
が
死
刑
、
無
期
徒
刑
（tra

v
a
u
x
 
fo
rces a

p
erp

etu
ite

）、
流
刑
（d

ep
o
rta
tio
n

）
の
場
合
、
当
該
少
年
に
は
、

矯
正
コ
ロ
ニ
ー
（co

lo
n
ie co

rrectio
n
n
elle

）
で
の
一
〇
年
以
上

二
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
（em

p
riso

n
n
em
en
t

）
が
宣
告
さ
れ
る
。

２

科
さ
れ
る
刑
罰
が
有
期
徒
刑
（tra

v
a
u
x fo

rces a
tem

p
s

）、

禁
錮
刑
（d

eten
tio
n

）
ま
た
は
懲
役
刑
（reclu

sio
n

）
の
場
合
、

当
該
少
年
に
は
、
こ
れ
ら
の
刑
罰
の
一
つ
に
つ
き
宣
告
さ
れ
え
た
期

間
の
短
く
と
も
三
分
の
一
長
く
と
も
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
、

矯
正
コ
ロ
ニ
ー
ま
た
は
行
刑
コ
ロ
ニ
ー
へ
の
収
容
が
宣
告
さ
れ
る
。

３

そ
れ
以
外
の
場
合
、
当
該
少
年
に
は
、
五
年
以
上
一
〇
年
以
下

の
間
、
政
府
に
よ
っ
て
当
該
少
年
に
通
告
さ
れ
る
禁
止
場
所
に
つ
き

立
入
禁
止
（d

efen
se d

e p
a
ra
ıtre

）
が
宣
告
さ
れ
う
る
。

４

科
さ
れ
る
刑
罰
が
市
民
権
剥
奪
刑
（d

eg
ra
d
a
tio
n
 
civ
i-

q
u
e

）
ま
た
は
追
放
刑
（b
a
n
n
issem

en
t

）
の
場
合
、
一
年
以
上
五

年
以
下
の
間
、
行
刑
コ
ロ
ニ
ー
ま
た
は
矯
正
コ
ロ
ニ
ー
へ
の
収
容
が

宣
告
さ
れ
る
。」

第
二
条

治
罪
法
第
三
四
〇
条
は
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

「
第
三
四
〇
条

被
告
人
が
一
八
歳
未
満
の
場
合
、
裁
判
長
は
、

『
被
告
人
は
弁
識
能
力
を
も
っ
て
行
動
し
た
か
』
と
い
う
設
問
を
立

て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
場
合
、
無
効
と
な
る
。」

第
三
条

一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
の
監
護
権
に
つ
き
、
一

八
九
八
年
四
月
一
九
日
の
法
律
第
四
条
及
び
同
第
五
条
の
適
用
に
よ

る
公
的
扶
助
機
関
へ
の
委
託
は
、
行
わ
れ
え
な
い
。

（
井
上
宜
裕
・
大
貝
葵
）

１
）

ち
な
み
に
、
刑
法
旧
第
六
六
条
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

被
告
人
（l’a

ccu
se

）
が
一
六
歳
未
満
で
、
弁
識
能
力
な
く
（sa

n
s

 
d
icern

em
en
t

）
行
動
し
た
と
決
さ
れ
る
と
き
、
当
該
被
告
人
は
無

罪
と
な
る
。
但
し
、
当
該
被
告
人
は
、
状
況
に
応
じ
て
、
親
へ
引
き

渡
さ
れ
、
ま
た
は
、
判
決
が
確
定
し
た
年
数
の
間
、
そ
こ
で
養
育
さ

れ
か
つ
拘
禁
さ
れ
る
た
め
、
少
年
院
（m

a
iso
n
 
d
e co

rrectio
n

）

に
収
容
さ
れ
る
が
、
少
年
院
へ
の
収
容
年
数
は
、
対
象
者
が
満
二
一

歳
に
達
す
る
時
点
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

２
）

G
A
IL
L
A
C
,
H
en
ri,

L
es M

a
iso
n
s d

e co
rrectio

n
 
1830

1945,
E
d
itio

n
s C

u
ja
s,
1991,

p
p
.176

177

に
は
、
行
刑
コ
ロ

ニ
ー
は
、
刑
法
第
六
六
条
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
少
年
及
び
六
月
以
上

二
年
以
下
の
拘
禁
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
少
年
を
受
け
入
れ
、
他
方
、

矯
正
コ
ロ
ニ
ー
は
、
行
刑
コ
ロ
ニ
ー
に
お
い
て
規
律
違
反
を
繰
り
返

す
少
年
及
び
同
法
第
六
七
条
に
よ
り
二
年
以
上
の
刑
罰
を
言
い
渡
さ

れ
た
少
年
を
対
象
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
の
説
明
が
あ
る
。

３
）

D
.,
1907,

4,
p
p
.60

61.
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４
）

R
a
p
p
o
rt d

e M
.le sen

a
teu

r P
a
u
l S
tra
u
ss,

Jo
u
rn
.
o
ff.

d
u 5 m

a
rs 1906,

p
.124

に
よ
れ
ば
、
一
八
三
二
年
にT

eu
lo
n

議

員
に
よ
り
、
一
八
九
三
年
に
は
裁
判
所
に
引
致
さ
れ
た
少
年
に
対
す

る
保
護
委
員
会
に
て
、
一
八
九
五
年
に
は
パ
リ
国
際
行
刑
会
議
に
お

い
て
、
一
八
九
八
年
に
は
ア
ラ
ス
国
際
行
刑
会
議
に
お
い
て
、
一
九

〇
〇
年
に
は
公
的
扶
助
と
民
間
に
よ
る
慈
善
事
業
に
関
す
る
国
際
会

議
に
お
い
て
、
刑
事
成
人
年
齢
の
引
上
げ
と
こ
れ
ら
の
青
年
の
保
護

が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
有
責
と
さ
れ
た
少
年
に
関
す
る
立

法
の
修
正
を
目
的
と
し
た
高
等
評
議
会
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
委
員
会
、

及
び
、
刑
事
法
研
究
者
か
ら
も
、
刑
事
成
成
人
年
齢
を
一
八
歳
に
ま

で
引
上
げ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。JU

L
E
S
,

Jo
lly
,
R
ev
u
e
 
d
u
 
p
a
tro
n
a
g
e
 
et d

es in
stitu

tio
n
s p

rev
en
-

tiv
es,

R
ev
.
p
en
it,
1903,

p
.401

は
、
刑
法
第
六
六
条
の
修
正
を
提

案
す
る
一
九
〇
三
年
三
月
四
日
に
組
織
さ
れ
た
委
員
会
報
告
書
の
内

容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
三

年
、

裁
判
所
に
引
致
さ
れ
た
少
年
に
対
す
る
保
護
委
員
会
（le

 
co
m
ite

d
e d

efen
se d

es en
fa
n
ts tra

d
u
its en ju

stice
）」
に
て

示
さ
れ
た
要
望
を
受
け
て
、
当
委
員
会
の
提
案
が
示
さ
れ
た
と
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
必
ず
し
も
賛
成
す
る
意
見
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、G

A
R
R
A
U
D
,
R
.,
T
ra
ite

th
eo
riq
u
e

 
et p

ra
tiq
u
e d
u d

ro
it p

en
a
l fra

n
ça
is T

o
m
e 1,

2
ed
.,
P
a
ris,

1898,
p
.441

は
、
少
年
の
早
熟
性
と
、
一
六
歳
以
上
の
青
年
に
よ
る

重
罪
数
の
増
大
を
理
由
に
、
刑
事
成
人
年
齢
の
引
上
げ
に
消
極
的
で

あ
る
。
そ
の
他
、
立
法
時
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、R

IG
A
U
X
,

M
a
u
rice,

É
tu
d
e su

r la lo
i d
u 12 a

v
ril 1906 co

n
cern

a
n
t la

 
m
in
o
rite

p
en
a
le,

V
.G
ia
rd

&
E
.B
riere,

1907,
p
p
.67

100

を

参
照
せ
よ
。

５
）

M
A
G
N
O
L
,
Jo
sep

h
,
L
’a
p
p
lica

tio
n d

e la lo
i d
u 12 a

v
ril

 
1906 a

u
x
 
m
in
eu
rs d

e 16 a
18 a

n
s,
T
o
u
lo
u
se im

p
rim

erie
 

la
g
a
rd
e et seille,

1907,
p
.4;
R
IG
A
U
X
,
o
p
.cit.

(n
o
te 4),

p
p
.

7
26.

６
）

D
.,
o
p
.cit.

(n
o
te 3),p

.60;JU
L
E
S
,o
p
.cit.(n

o
te 4),p

.401.

７
）

M
A
G
N
O
L
,
o
p
.cit.

(n
o
te 5),

p
.13.

そ
の
他
、D

.,
o
p
.cit.

(n
o
te 3),

p
.60.

８
）

P
O
IT
T
E
V
IN
 
le,
A
.,
M
in
o
rite

p
en
a
le,
P
ro
p
o
sitio

n d
e

 
lo
i C

ru
p
p
i,
R
ev
.p
en
it.,

1905,
p
.1068.

R
IG
A
U
X
,
o
p
.cit.

(n
o
te 4),

p
p
.69

71

も
、
刑
罰
自
体
の
害
悪
及
び
有
罪
宣
告
に
よ
る

ラ
ベ
リ
ン
グ
の
害
悪
に
加
え
て
、
有
罪
宣
告
が
犯
罪
記
録
に
記
載
さ

れ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
支
障
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

有
罪
宣
告
は
、
犯
罪
記
録
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
有
罪
宣
告

者
は
市
民
権
の
行
使
を
拒
否
さ
れ
、
軍
へ
の
入
隊
も
果
た
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
司
法
記
録
へ
の
記
載
は
、
少
年
の
社

会
復
帰
と
将
来
へ
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
る
と
指
摘
し
て
い

る
。

９
）

D
.,
o
p
.cit.

(n
o
te 3),p

.60;JU
L
E
S
,o
p
.cit.(n

o
te 4),p

.401.

な
お
、M

A
G
N
O
L
,
o
p
.cit.

(n
o
te 5),

p
p
.13

14

で
は
、
こ
の
法

律
が
制
定
さ
れ
る
前
に
も
、
少
年
へ
の
短
期
刑
を
避
け
る
運
用
が
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
務
に
お
い

（法政研究80-２･３- ）108 416
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て
は
、
少
な
く
と
も
、
少
年
が
初
犯
（p

o
u
r
 
u
n
e
 
p
rem

iere
 

fa
u
te

）
で
あ
る
場
合
に
は
、
親
へ
の
引
き
渡
し
、
ま
た
は
、
慈
善

家
も
し
く
は
慈
善
団
体
へ
の
委
託
が
よ
り
好
ま
し
い
と
さ
れ
、
こ
れ

ら
の
解
決
が
適
切
で
な
い
場
合
に
、
矯
正
施
設
へ
の
移
送
が
言
渡
さ

れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。G

A
R
Ç
O
N
,
E
m
ile,

C
o
d
e p
en
a
l a
n
n
o
te,

R
ecu

eil S
irey

,
1952,

p
.229

に
お
い
て
も
、
非
行
少
年
及
び
青
年

に
対
し
て
保
護
的
な
対
応
を
可
能
に
す
る
実
務
が
先
行
し
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
実
務
を
正
当
化
す
る
た
め
に
立
法
が
要
請
さ
れ
た
と
さ

れ
、
本
法
も
そ
の
一
つ
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

10
）

R
IG
A
U
X
,
o
p
.cit.

(n
o
te 4),

p
.68

に
よ
れ
ば
、
立
法
者
は
、

直
接
、
保
護
的
措
置
を
言
い
渡
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
代
わ
り
に
、

弁
識
能
力
の
問
題
を
提
起
す
る
年
齢
を
一
八
歳
に
ま
で
引
上
げ
る
と

い
う
迂
遠
的
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満

の
青
年
へ
の
保
護
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
。

11
）

D
.,
o
p
.cit.

(n
o
te 3),

p
.60.

な
お
、
弁
識
能
力
と
年
齢
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、O

R
T
O
L
A
N
,
J.,

É
lem

en
ts
 
d
e
 
d
ro
it

 
p
en
a
l,
T
o
m
e 1,

5
ed
.,
E
.P
lo
n
,
N
o
u
rrit et C

,
Im
p
rim

eu
rs-

É
d
iteu

rs,
1886,

p
p
.113 et s.;

G
A
R
R
A
U
D
,
o
p
.cit.

(n
o
te 4),

p
p
.435 et s.;

M
A
G
N
O
L
,
o
p
.cit.

(n
o
te 5),

p
p
.27 et s.

等
参

照
。

12
）

D
.,
o
p
.cit.

(n
o
te 3),p

.60;JU
L
E
S
,o
p
.cit.(n

o
te 4),p

.401;

R
IG
A
U
X
,
o
p
.cit

(n
o
te 4),

p
.70.

13
）

D
.,
o
p
.cit.

(n
o
te 3),

p
.60

は
、
少
年
が
監
視
、
教
育
、
保
護

の
対
象
外
と
な
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
こ
の
問
題
は
、
少
女
の
場
合

に
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。M

A
G
N
O
L
,
o
p
.cit.

(n
o
te 5),

p
.6

に
よ
れ
ば
、
無
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
後
、
親
に
引
渡

す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
コ
ロ
ニ
ー
へ
の
送
致
が
命
じ
ら
れ
て

い
る
と
い
う
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
コ
ロ
ニ
ー
退
所
後
、
親
元
に
帰
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性
は
高
い
と
さ
れ
る
。

14
）

M
A
G
N
O
L
,
o
p
.cit.

(n
o
te 5),

p
.6.
M
A
G
N
O
L

に
よ
れ
ば
、

刑
法
旧
第
六
六
条
の
当
該
部
分
は
、
立
法
者
が
錯
誤
し
た
結
果
で
あ

る
と
批
判
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
（ib

id
.

）。D
.,
o
p
.cit.

(n
o
te 3),

p
.60

に
よ
れ
ば
、
一
八
七
二
年
下
院
に
お
け
るB

o
isin

の
報
告
書
、

一
八
九
五
年
パ
リ
国
際
行
刑
会
議
で
のB

ru
ey
re

の
報
告
書
、
一
八

九
六
年
ボ
ル
ド
ー
出
所
者
の
保
護
に
関
す
る
会
議
に
お
け
るM

a
rin

の
報
告
書
等
に
お
い
て
、
法
改
正
の
要
望
が
提
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

15
）

当
該
法
律
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
訳
「
子

ど
も
に
対
し
て
な
さ
れ
る
暴
行
、
暴
力
行
為
、
残
虐
行
為
及
び
加
害

行
為
の
処
罰
に
関
す
る
一
八
九
八
年
四
月
一
九
｜
二
一
の
法
律
」
法

政
研
究
八
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
九
七

二
〇
四
頁
参
照
。

16
）

し
た
が
っ
て
、
一
八
九
八
年
法
に
基
づ
い
て
、
慈
善
家
や
慈
善

団
体
へ
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
青
年
を
委
託
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
（D

.,
o
p
.cit.

(n
o
te 3),

p
.61.

）。

17
）

D
.,
o
p
.cit.

(n
o
te 3),

p
.60;

H
.P
.,
M
a
jo
rite

p
en
a
le.-L

a
 

p
ro
p
o
sitio

n C
ru
p
p
i d
ev
a
n
t le S

en
a
t,
R
ev
.p
en
it,
1906,

p
p
.

467
468

に
よ
れ
ば
、
予
審
判
事
及
び
裁
判
所
に
よ
り
処
遇
の
た
め

の
施
設
へ
委
託
さ
れ
る
一
六
歳
未
満
の
少
年
の
数
が
増
加
す
る
こ
と

で
、
処
遇
の
た
め
の
施
設
は
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
ゆ

（80-２･３- ）417 109
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え
に
、
新
た
な
施
設
の
創
設
も
な
い
ま
ま
に
、
既
存
の
施
設
が
新
た

に
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
青
年
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
県
に

配
置
さ
れ
て
い
る
施
設
の
苦
境
が
深
刻
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘

さ
れ
る
。
加
え
て
、S

A
U
V
A
R
D
,
H
en
ri,

R
ev
u
e
 
d
u
 
p
a
tro
-

n
a
g
e et d

es in
stitu

tio
n
s p
rev

en
tiv
es,

R
ev
.p
en
it.,

1906,
p
p
.

1069
1070

で
は
、
本
法
適
用
に
従
い
、
行
刑
コ
ロ
ニ
ー
に
お
け
る
、

一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
青
年
と
よ
り
年
齢
の
低
い
少
年
と
の
混

合
入
所
が
生
じ
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
、
施
設
の
改
修
や
、
特
別
区

画
へ
の
分
離
収
容
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

18
）

JU
L
E
S
,
o
p
.cit.

(n
o
te 4),

p
.402;

H
.P
.,
o
p
.cit.

(n
o
te 16),

p
.467.

な
お
、P

O
IT
T
E
V
IN
,
o
p
.cit.

(n
o
te 8),

p
p
.1070

1071

に
示
さ
れ
るC

ru
p
p
i

の
法
案
段
階
で
は
、
刑
法
第
六
七
条
は
一
六

歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
青
年
も
含
む
規
定
ぶ
り
に
な
っ
て
お
り
、
重

罪
を
行
っ
た
少
年
に
も
軽
減
的
宥
恕
の
効
果
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、
同
法
第
六
九
条
で
は
軽
罪
を
行
っ
た
一
六
歳
未
満
の
少
年

が
対
象
と
な
る
こ
と
と
比
較
し
た
場
合
、
明
ら
か
に
論
理
的
欠
陥
が

あ
る
と
さ
れ
、
そ
こ
で
、
弁
識
能
力
を
認
め
ら
れ
た
一
六
歳
以
上
一

八
歳
未
満
の
青
年
に
よ
る
重
罪
及
び
軽
罪
の
場
合
に
、
軽
減
的
宥
恕

が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
とP

O
IT
T
E
V
IN

は
指
摘
す
る

（ib
id
.

）。

19
）

JU
L
E
S
,
o
p
.cit.

(n
o
te 4),

p
.402.

20
）

M
A
G
N
O
L
,
o
p
.cit.

(n
o
te 5),

p
.16

は
、
一
六
歳
以
上
一
八

歳
未
満
の
青
年
に
対
し
、
教
育
的
な
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
に
積
極

的
で
あ
る
一
方
、

早
熟
で
例
外
的
に
危
険
な
犯
罪
者
、
す
で
に
道

徳
的
観
点
か
ら
完
全
に
堕
落
し
た
大
都
市
の
乱
暴
者
」
に
対
し
、
裁

判
所
が
、
厳
し
い
刑
罰
を
適
用
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
べ
き
で
な
い
と

も
指
摘
す
る
。
ま
た
、
少
年
の
側
に
も
、
期
間
の
定
め
の
な
い
コ
ロ

ニ
ー
へ
の
入
所
を
避
け
る
た
め
、
む
し
ろ
期
間
の
定
め
が
あ
り
か
つ

短
期
間
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
拘
禁
刑
を
受
け
よ
う
と
試
み
る

場
面
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（M

A
G
N
O
L
,
o
p
.cit.

(n
o
te 5),

p
.10;

D
R
IL
L
O
N
,
P
.,
R
ev
u
e d

u P
a
to
ro
n
a
g
e et d

es In
stitu

tio
n
s

 
P
rev

en
tiv
es,

R
ev
.p
en
it.,

1907,
p
.138

）。
な
お
、
施
設
入
所
の

期
間
の
限
界
お
よ
び
変
更
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
見
解
と
し
て
、

O
R
T
O
L
A
N
,
o
p
.cit.

(n
o
te 11),

p
.116

も
あ
る
。

21
）

同
法
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
訳
「
虐
待
さ

れ
ま
た
は
心
理
的
に
遺
棄
さ
れ
た
子
ど
も
の
保
護
に
関
す
る
一
八
八

九
年
七
月
二
四
日
の
法
律
」
法
政
研
究
七
九
巻
四
号
（
二
〇
一
三

年
）
五
三

六
四
頁
参
照
。
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